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(57)【要約】
【課題】設置・移設時の作業時間を短縮できると共に、
設置地点の海域の波高や海底に適合するものに容易に変
更でき高い汎用性を備えるものとする。
【解決手段】ボーリング機器が設置されるデッキ部２３
０を備えた櫓本体部１００を上部櫓部材２００と下部櫓
部材３００とで構成し、下部櫓部材３００の下部に接地
脚部４０１、岩礁用接地脚部５００、砂地用接地脚部６
００から選択した接地脚部を配置して海上作業用櫓１０
を構成し、海上作業用櫓１０の設置、設置時には、設置
海域への移送中にクレーン付台船９００上で下部櫓部材
３００を櫓用受架台７００に設置して接地脚部４０１、
５００、６００の取付作業、交換作業を行う。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デッキ部を備えた櫓本体部と、上部に前記櫓本体部が設置されると共に下部が水底に接
底される接底脚部と、を備えてなり、
　前記櫓本体部は、上下方向に重ねて組み立てられる複数の櫓部材を備えて構成され、
　前記接地脚部は、前記複数の櫓部材のうち最下部に配置される櫓部材に取り外し可能に
設置されることを特徴とする水上作業用櫓。
【請求項２】
　前記複数の櫓部材及び接地脚部は、水上作業が行われる領域の既往最大波高に対処でき
る寸法及び構造を備えるよう構成されていることを特徴とする請求項１記載の水上作業用
櫓。
【請求項３】
　前記櫓本体部材は、櫓部材であり前記接地脚部の上側に配置される下部櫓部材と、櫓部
材であり前記下部櫓部材の上側に配置され前記デッキ部を備えた上部櫓部材と、から構成
されることを特徴とする請求項１又は２記載の水上作業用櫓。
【請求項４】
　前記櫓本体部材には、水上作業用櫓が設置される水底の状態に適合させて予め作成され
た複数種の接地脚部から選択した接地脚部が取り付け可能であることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか一項記載の水上作業用櫓。
【請求項５】
　前記複数の接地脚部は、
　岩礁からなる水底に打設されたコンクリート基礎に固着される固定板部を備える岩礁用
接地脚部、
　砂礫からなる水底の上面に配置される平板状の設置板部及び前記設置板部の下部から突
設され前記砂礫に貫入される尖状部を備える砂礫用接地脚部、
　砂地である水底の上面に配置される平板上の沈下防止板及び前記砂地に貫入される貫入
部を備える砂地用接地脚部、
のいずれかを含むことを特徴とする請求項４記載の水上作業用櫓。
【請求項６】
　前記砂地用接地脚部の沈下防止板は、前記貫入部に設置された軸部で下方に垂下された
閉状態から水平に張り出した開状態に揺動可能に配置されていることを特徴とする請求項
４記載の水上作業用櫓。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項記載の水上作業用櫓の櫓本体をその上部に載置する載置
部と、この載置部に前記櫓本体を載置した状態で前記複数の接地脚部から任意の接地脚部
の着脱ができる高さに支持する脚部と、からなることを特徴とする櫓用受架台。
【請求項８】
　デッキ部を備えた櫓本体部及び、上部に前記櫓本体部が設置されると共に下部が水底に
設置される接地脚部とを備えて構成される水上作業用櫓をクレーン台船でボーリング個所
に移送して設置するに際して、
　前記櫓本体部を構成する複数の櫓部材と、水底の状態に適合させて予め作成された複数
種の設置部形状を備える複数の接地脚部と、櫓本体部がその上部に載置され前記複数の接
地脚部から任意の接地脚部の着脱ができるよう持ち上げて支持できる櫓用受架台と、をク
レーン台船に積載する積載工程と、
　前記櫓部材及び接地脚部を積載したクレーン台船を水上作業の実行領域に移送する移送
工程と、
　水上作業用櫓を水底に設置する設置工程と、
　前記積載工程と設置工程との間に実行され、クレーン台船上で前記水上作業用櫓を組み
立てるに際して、櫓本体を前記櫓用受架台に載置し、水上作業用櫓を設置する領域の水底
の状況に適合する種類の接地脚部を取り付けて水上作業用櫓を組み立てる組立工程と、
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を備えることを特徴とする水上作業用櫓の設置方法。
【請求項９】
　デッキ部を備えた櫓本体部及び、上端部に前記櫓本体部が設置されると共に下端部が水
底に設置される接地脚部とを備えて構成される水上作業用櫓をクレーン台船でボーリング
個所に移送して設置するに際して、
　クレーン台船に、櫓本体部がその上部に載置され前記複数の接地脚部から任意の接地脚
部の着脱ができるよう持ち上げて支持できる櫓用受架台を配置しておき、
　水上作業領域に設置された水上作業用櫓を吊り上げクレーン台船上に回収する回収工程
と、
　回収した水上作業用櫓を、前記櫓用受架台上に載置する載置工程と、
　櫓用受架台上に載置された櫓本体部から接地脚部を取り外す脚部取外工程と、
　次に水上作業用櫓を設置する領域の水底の状況に適合する種類の接地脚部を取り付けて
水上作業用櫓を組み立てる再組立工程と、
を含むことを特徴とする水上作業用櫓の設置方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水上作業用櫓、櫓用受架台及び水上作業用櫓の設置方法に係り、特に水上作業
用機器が設置されるデッキ部を備える櫓本体部と上部に櫓本体部が配置されると共に下端
部が水底に設置される接地脚部とを備えた水上作業用櫓、櫓用受架台及び水上作業用櫓の
設置方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　海洋、湖沼、河川等の水底地盤に関する各種調査等を行う際には水上作業としてボーリ
ング作業が行われ、このボーリング作業を行うに際しては当該領域にボーリング用櫓が設
置されている。このようなボーリング櫓としては、水域の深度や水底の状況に応じて様々
なものが使用されている。
　ボーリング作業が水深３ｍ以下の浅水領域でなされる場合についてみると、鋼材製の櫓
を予め製造し、製造した櫓をクレーン台船で吊り上げ、櫓を吊り上げたクレーン台船をそ
のままボーリング領域位置まで搬送して設置するのが一般的である。また、足場用パイプ
等を現地で組立てて櫓を設置することもある。
　また、特許文献１には、クレーン台船を必要とせず、安全に簡単に浅海用ボーリング櫓
を海上に設置することができるようにするため、陸上で組み立てた浅海用ボーリング櫓に
フロータを任意高さに連結し、当該ボーリング櫓の下端をフロータで海底から浮上させた
状態でボーリング位置まで曳航した後、ボーリング櫓に設けた接地用脚を海底に着底させ
ることによりボーリング櫓を所定の位置に設置する浅海域用ボーリング櫓が開示されてい
る。
【特許文献１】特開平６－１４６２５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、鋼材製の櫓をクレーン台船で吊り上げ搬送する従来方法にあっては、ボ
ーリング海域の水深や海底の状態に適合させて個別に櫓を製造しなければならず、しかも
この櫓は設置条件が異なる他のボーリング個所には設置できず、汎用性がないという問題
がある。また、足場用パイプを現地で組み立てる方法にあっては、解体組立等に多くの時
間を要するため、移設時や、台風等の荒天時における避難に時間がかかってしまうという
問題がある。
　また、特許文献１のものは、陸上で組み立てた櫓をフロータで海底から浮上させた状態
でボーリング位置のある海域まで曳航するが、フロータを取り付けた櫓は安定性が低いた
め、台風等の荒天では事前に安全な場所へ避難する可能性が高く、工期が長引くことが多
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々ある。更に、櫓が設置される位置の海底の状態は様々であり、海底に適合した形状の櫓
を予め制作しなければならず、一旦作成した櫓を他の個所で使用することができないとい
う問題がある。
　本発明は上記従来の事情に鑑みてなされたものであり、設置・移設時の作業時間を短縮
できると共に、設置地点の海域の波高や海底の状況に適合するものに容易に変更できる高
い汎用性を備えた海上作業用櫓、櫓用受架台及び海上作業用櫓の設置方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１の発明は、水上作業用機器が設置されるデッキ部を備えた櫓本体部と、上端部
に前記櫓本体部が設置されると共に下端部が水底に設置される接地脚部と、を備えてなり
、前記櫓本体部は、上下方向に重ねて組み立てられる複数の櫓部材を備えて構成され、前
記接地脚部は、前記複数の櫓部材のうち最下部に配置される櫓部材に取り外し可能に設置
されることを特徴とする水上作業用櫓である。
　請求項２の発明は、請求項１記載の水上作業用櫓において、前記複数の櫓部材及び接地
脚部は、水上作業が行われる領域の既往最大波高に対処できる寸法及び構造を備えるよう
構成されていることを特徴とする。
　請求項３の発明は、請求項１又は２記載の水上作業用櫓において、前記櫓本体部材は、
櫓部材であり前記接地脚部の上側に配置される下部櫓部材と、櫓部材であり前記下部櫓部
材の上側に配置され前記デッキ部を備えた上部櫓部材と、から構成されることを特徴とす
る。
　請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項記載の水上作業用櫓において、前記
櫓本体部材には、水上作業用櫓が設置される水底の状態に適合させて予め作成された複数
種の接地脚部から選択した接地脚部が取り付け可能であることを特徴とする。
【０００５】
　請求項５の発明は、請求項４記載の水上作業用櫓において、前記複数の接地脚部は、岩
礁からなる水底に打設されたコンクリート基礎に固着される固定板部を備える岩礁用接地
脚部、砂礫からなる水底の上面に配置される平板状の設置板部及び前記設置板部の下部か
ら突設され前記砂礫に貫入される尖状部を備える砂礫用接地脚部、砂地である水底の上面
に配置される平板上の沈下防止板及び前記砂地に貫入される貫入部を備える砂地用接地脚
部、のいずれかを含むことを特徴とする。
　請求項６の発明は、請求項４記載の水上作業用櫓において、前記砂地用接地脚部の沈下
防止板は、下方に垂下された閉状態から水平に張り出した開状態に揺動可能に配置されて
いることを特徴とする。
　請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれか一項記載の水上作業用櫓の櫓本体がその
上部に載置される載置部と、この載置部に前記櫓本体が載置された状態で前記複数の接地
脚部から任意の接地脚部の着脱ができる高さに支持する脚部と、からなることを特徴とす
る櫓用受架台である。
【０００６】
　請求項８の発明は、水上作業用機器が設置されるデッキ部を備えた櫓本体部及び、上端
部に前記櫓本体部が設置されると共に下端部が水底に設置される接地脚部とを備えて構成
される水上作業用櫓をクレーン台船でボーリング個所に移送して設置するに際して、前記
櫓本体部を構成する複数の櫓部材と、水底の複数種類の状態に適合させて予め作成された
複数種の設置部形状を備える複数の接地脚部と、櫓本体部がその上部に載置され前記複数
の接地脚部から任意の接地脚部の着脱ができるよう持ち上げて支持できる櫓用受架台と、
をクレーン台船に積載する積載工程と、前記櫓部材及び接地脚部を積載したクレーン台船
を水上作業実行領域に移送する移送工程と、水上作業用櫓を水底に設置する設置工程と、
前記積載工程と設置工程との間に実行され、クレーン台船上で前記水上作業用櫓を組み立
てるに際して、櫓本体を前記櫓用受架台に載置し、水上作業用櫓を設置する領域の水底の
状況に適合する種類の接地脚部を取り付けて水上作業用櫓を組み立てる組立工程と、を備
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えることを特徴とする水上作業用櫓の設置方法である。
　請求項９の発明は、水上作業用機器が設置されるデッキ部を備えた櫓本体部及び、上端
部に前記櫓本体部が設置されると共に下端部が水底に設置される接地脚部とを備えて構成
される水上作業用櫓をクレーン台船でボーリング個所に移送して設置するに際して、クレ
ーン台船に、櫓本体部がその上部に載置され前記複数の接地脚部から任意の接地脚部の着
脱ができるよう持ち上げて支持できる櫓用受架台を配置しておき、水上作業領域に設置さ
れた水上作業用櫓を吊り上げクレーン台船上に回収する回収工程と、回収した水上作業用
櫓を、前記櫓用受架台上に載置する載置工程と、櫓用受架台上に載置された櫓本体部から
接地脚部を取り外す脚部取外工程と、次に水上作業用櫓を設置する領域の水底の状況に適
合する種類の接地脚部を取り付けて水上作業用櫓を組み立てる再組立工程と、を含むこと
を特徴とする水上作業用櫓の設置方法である。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の発明によれば、櫓本体部は、上下方向に重ねて組み立てられる複数の櫓
部材を備えて構成され、前記接地脚部は前記複数の櫓部材のうち最下部に配置される櫓部
材に取り外し可能に設置されているから、水上作業用櫓を複数の櫓部材と、接地脚部とし
て分割形成することができ、移送時における取扱が容易となる他、設置水域の状態に適合
した櫓部材及び接地脚部を選択して水上作業用櫓を構成することができる。
　請求項２記載の発明によれば、前記複数の櫓部材及び接地脚部は、作業が行われる領域
の既往最大波高に対処できる寸法及び形状を備えるから、設置水域の状態に適した水上作
業用櫓を構成することができる。
　請求項３記載の発明によれば、櫓本体部材は、櫓部材であり前記接地脚部の上側に配置
される下部櫓部材と、櫓部材であり前記下部櫓部材の上側に配置され前記デッキ部を備え
た上部櫓部材と、から構成されるから、移送時における取扱が容易となる他、設置水域の
状態に適した櫓部材を選択して水上作業用櫓を構成することができる。
　請求項４記載の発明によれば、櫓本体部材には、設置される水底の複数種類の状態に適
合させて予め作成された複数種の構造を備える複数の接地脚部から選択した接地脚部が取
り付けられているから、設置水域の水底の状態に最適な接地脚部を取り付けた水上作業用
櫓を構成することができる。
【０００８】
　請求項５記載の発明によれば、接地脚部は、岩礁用接地脚部、砂礫用接地脚部、砂地用
接地脚部のいずれかを含むことから、設置水域の水底の状態に最適な接地脚部を取り付け
た水上作業用櫓を構成することができる。
　請求項６記載の発明によれば、砂地用接地脚部の沈下防止板は、前記貫入部に設置され
た軸部で下方に垂下された閉状態から水平に張り出した開状態に揺動可能に配置されてい
るから、砂地に貫入部が入り込み、前記沈下防止板が砂地上面に水平に張り出した状態で
接触して水上作業用櫓を安定して設置することができる。
　請求項７の発明によれば、櫓用受架台は水上作業用櫓の櫓本体がその上部に載置される
載置部と、この載置部に前記櫓本体が載置された状態で前記複数の接地脚部から任意の接
地脚部の着脱ができる高さに支持する脚部とを備えて構成されているから、櫓本体への接
地脚部の着脱に際して、櫓本体を櫓用受架台に載置することができ、接地脚部を櫓本体に
容易に着脱することができる。
　請求項８記載の発明によれば、櫓部材、接地脚部に分解された水上作業用櫓のクレーン
台船上への搬送、搬送された水上作業用櫓の組立、作業水域への搬送、及び組み立てた水
上作業用櫓の作業水域への設置を迅速に行うことができ、水上作業用櫓の組立に際しては
、櫓本体を櫓用受架台に載置することができ、接地脚部の櫓本体への取付作業を容易に行
うことができる。
　請求項９記載の発明によれば、水上作業用櫓を水上作業が終了した水域から迅速に回収
することができ、水上作業用櫓の分解に際しては、櫓本体を櫓用受架台に載置して次の作
業領域に適合した接地脚部の交換作業を容易に行うことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の水上作業用櫓を図面に示した実施形態例に基づいて詳細に説明する。な
お、以下の説明においては主として海洋上において使用される作業用櫓を一例として説明
するが、本発明は海洋に限らず、湖沼、河川一般に適用することができる。
　図１は本発明の一実施形態例に係る水上作業用櫓としての海上作業用櫓の構成を示す正
面図、図２は海上作業用櫓の図１中のＡ－Ａ線に相当する断面図、図３は海上作業用櫓を
示す図１中のＢ部の拡大断面図、図４は砂礫用接地脚部の構造を示す図１中のＣ部の拡大
断面図である。
　まず海上作業用櫓（水上作業用櫓）１０の全体構造について図１に基づいて説明する。
本例に係る海上作業用櫓１０は、櫓本体部１００と、この櫓本体部１００を構成する下部
櫓部材３００の下端部に取り付けられる接地脚部４０１と、を備えている。櫓本体部１０
０は、上部櫓部材２００と、下部櫓部材３００とが上下２段に積み重ねて組み立てられて
いる。接地脚部４０１としては、図示した砂礫用接地脚部４０１の他に、岩礁用接地脚部
５００、及び砂地用接地脚部６００の３種が準備され、櫓本体部１００の下部に対しては
、いずれかの接地脚部を選択して取り付けることができる。図１に示した海上作業用櫓１
０には、砂礫用接地脚部４０１が取り付けられている。なお、海上作業用櫓１０には、設
置する海域の海底の状態に応じて同一種類の接地脚部だけを取り付けることも、選択した
複数種の接地脚部を混在させた状態で取り付けることもできる。
　上部櫓部材２００は、２本のＨ型鋼材を所定寸法だけ隔てて平行に配置した受台２１０
と、この受台２１０の上面に受台２１０と直交するように配置された７本のＨ型鋼材から
なる主桁２２０と、各主桁２２０の上面間に差し渡された床板２２１と、で略正方形のデ
ッキ部２３０を構成している。このデッキ部２３０には、その周囲を囲う手摺部２４０が
配置されている。また、デッキ部２３０には、ボーリングマシンなど必用な機材が配置さ
れている。更に、デッキ部２３０の４隅の下部には、下部櫓部材３００との接続用の接続
脚部２５０がそれぞれ垂下されている。
　各接続脚部２５０の下端部には、接続部２６０が形成されている。接続部２６０は、図
３に示すように、下部櫓部材３００の接続端部３６１が挿入される挿入穴２６３が開設さ
れた取付板部２６１と、接続脚部２５０と取付板部２６１とを連結する補強板２６２とを
備えている。
【００１０】
　また、下部櫓部材３００は、Ｈ型鋼材で構成された略正方形状の上桁部３１０と、下桁
部３２０とを備え、上桁部３１０と下桁部３２０とは、それぞれの４隅において連結脚部
３３０で連結されている。対向する連結脚部３３０間には、図１に示すように、垂直ブレ
ース部材３４０が配置されている。
　また、下桁部３２０は、図２に示すように、近接して並行に配置された２本の鋼材を１
組とした４組の水平部材３２１、３２２、３２３、３２４を井桁状に組み合わせて形成さ
れており、対向する水平部材３２３と水平部材３２４との間には２本の水平ブレース部材
３５０、３５０が配置されている。
　更に、各上桁部３１０の上方には、下部櫓部材３００と上部櫓部材２００とを連結する
連結部材３６０が立設されている。連結部材３６０は、接続部２６０の挿入穴２６３に挿
入される接続端部３６１と、この接続端部３６１を挟んで下桁部３２０にボルト止めされ
る２本のＨ形鋼材３６２、３６２とを備えて構成されている。
【００１１】
　この例では、上部櫓部材２００と下部櫓部材３００とは、接続脚部２５０の取付板部２
６１と、連結部材３６０のＨ形鋼材３６２、３６２の水平部とがクランプ部材２７０で挟
まれることにより取り外し可能に接続されている。
　ここで、上部櫓部材２００と下部櫓部材３００とは、設置される海域の海流、風速、既
往最大波高に対処できる寸法及び構造を備えるよう設計制作されている。
　また、下部櫓部材３００の四隅には、砂礫用接地脚部４０１が接続される脚部取付部３
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７０が垂下されている。脚部取付部３７０は、図４に示すように、Ｈ形鋼材で構成される
垂下部３７１と、垂下部３７１の下端に配置される取付板３７２とから構成されている。
　本例では、脚部取付部３７０の下部に砂礫用接地脚部４０１が組み付けられている。な
お、上述したように接地脚部４００としては、この砂礫用接地脚部４０１の他、岩礁用接
地脚部５００及び砂地用接地脚部６００からボーリング海域の海底の状態に適合する所定
のものが選択されている。
【００１２】
　次に接地脚部について説明する。図４は砂礫用接地脚部の構造を示す図１中のＣ部の拡
大断面図である。砂礫用接地脚部４０１は、脚部取付部３７０に取り付けられる脚部４１
０と、脚部４１０の下方に配置される基部４２０と、基部４２０の下端に固着され海底砂
礫の上面に配置される平板状の設置板部４３０と、設置板部４３０の下部から突設され、
砂礫に貫入される尖状部４４０と、を備えている。脚部４１０は、Ｈ型鋼材で構成された
本体４１１の上下端面に夫々天板４１２及び底板４１３を固着して形成されている。ここ
で、脚部４１０の長さ寸法は、水深、海底の傾斜などを考慮して定められ、図１に示す例
では左右の脚部４１０、４１０の寸法を海底Ｂの傾斜に合わせて変更したものを使用して
いる。
　基部４２０は、Ｈ型鋼材で構成された本体４２１に天板４２２がボルトにより固定され
ている。なお、脚部取付部３７０と、脚部４１０とはボルトナット３８０で着脱自在に固
着され、また、脚部４１０と基部４２０とはボルトナット４５０で着脱自在に固着されて
いる。
　更に、尖状部４４０は直角三角形状の鋼板４４１～４４４（４４３は図示していない）
を４枚、その底辺を設置板部４３０の底側面に、他の底辺を十字状となるよう付き合わせ
るように接合して構成されている。
　このような砂礫用接地脚部４０１を使用した海上作業用櫓１０を設置するには、後述す
るようにクレーンを用いて海上作業用櫓１０を海中に吊り降ろして、砂礫用接地脚部４０
１を海底Ｂに着底させる。すると、砂礫用接地脚部４０１の尖状部４４０が砂礫に貫入す
ると共に、砂礫の表面に設置板部４３０が載置された状態となる。これにより、海上作業
用櫓１０を海底Ｂに安定して設置できる。
【００１３】
　図５は岩礁用接地脚部５００の構造を示す正面図である。岩礁用接地脚部５００は、脚
部取付部３７０の下部に取り付けられる脚部５１０と、脚部５１０の下方に配置される基
部５２０と、基部５２０の下端に固着された平板状の設置板部５３０とからなる。基部５
２０と設置板部５３０とは、取付補強板５７０で接合されている。また、設置板部５３０
は、海底岩礁に打設されたコンクリート基盤５４０に埋設されたアンカボルト５６０によ
り固定配置されている。
　脚部５１０は、Ｈ型鋼材で構成された本体５１１に天板５１２及び底板５１３を溶接し
て形成されている。脚部５１０の長さ寸法は、水深、海底の傾斜などを考慮して定められ
る。
　基部５２０は、Ｈ型鋼材で構成された本体５２１に天板５２２がボルト，ナットで構成
されている。なお、脚部取付部３７０と、脚部５１０とはボルトナット３８０で着脱自在
に固着され、また、脚部５１０と基部５２０とはボルトナット５５０で着脱自在に固着さ
れている。
　このような岩礁用接地脚部５００を使用した海上作業用櫓１０を設置するには、後述す
るようにクレーンを用いて海上作業用櫓１０を海中に吊り降ろして、岩礁用接地脚部５０
０の設置板部５３０を海底Ｂに設置されたコンクリート基盤５４０上に配置する。そして
、設置板部５３０とコンクリート基盤５４０とをアンカボルト５６０にナットをねじ込み
固着する。これにより、海上作業用櫓１０は、海底Ｂに安定して設置できる。
【００１４】
　図６は砂地用接地脚部の構造を示す正面図である。砂地用接地脚部６００は、脚部取付
部３７０の下部に取り付けられる脚部６１０と、脚部６１０の下方に配置される基部６２
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０と、基部６２０の下端に固着された設置部６３０と、設置部６３０の下方に延設され海
底砂地に貫入される貫入部６５０と、設置部６３０に設置された沈下防止部６４０とから
なる。
　脚部６１０は、Ｈ型鋼材で構成された本体６１１の上下面に夫々天板６１２及び底板６
１３をボルト、ナットで形成されている。脚部６１０の長さ寸法は、水深、海底の傾斜な
どを考慮して定められる。この脚部６１０は、砂礫用接地脚部４０１の脚部４１０及び岩
礁用接地脚部５００の脚部５１０と同一であるので、様々な長さのものを共通のものとし
て準備しておき水深等に応じて選択して使用することができる。
　基部６２０は、Ｈ型鋼材で構成された本体６２１に天板６２２が溶接され構成されてい
る。なお、脚部取付部３７０と、脚部６１０とはボルトナット３８０で着脱自在に固着さ
れ、また、脚部６１０と基部６２０とはボルトナット６６０で着脱自在に固着されている
。
　設置部６３０は、鋼材で構成された本体６３１から水平方向に張出部６３２が形成され
ている他、沈下防止部６４０の軸部６３３が形成されて構成されている。沈下防止部６４
０は、軸部６３３に軸支され、下方に垂下された閉状態（図中Ｄ）から水平に張り出した
開状態（図中Ｅ）に揺動可能に配置される沈下防止板６４１を備える。沈下防止板６４１
は、基部において取付部６４２で軸部６３３に軸支される他、先端には錘６４３が配置さ
れている。なお、沈下防止板６４１は、海上作業用櫓１０の設置時に砂地の表面に配置さ
れ、砂地用接地脚部６００の砂地への沈下を防止するものであり、開状態において、張出
部６３２で位置決めされる。
【００１５】
　また、貫入部６５０は、Ｈ型鋼材で形成された本体６５１に沈下防止板６４３の閉状態
での位置決部材６６２が配置されて構成されている。
　このような砂地用接地脚部６００を使用した海上作業用櫓１０を設置するには、後述す
るようにクレーンを用いて海上作業用櫓１０を海中に吊り降ろして、砂地用接地脚部６０
０を海底Ｂに着底させる。このとき、沈下防止板６４３は水の抵抗により、開状態となっ
て降下し、貫入部６５０が砂地に貫入して位置決めがされると共に、沈下防止板６４３が
海底Ｂの砂地の表面に配置されて沈降が防止される。これにより、海上作業用櫓１０は、
海底Ｂに安定して設置されている。
　このような構成を備える海上作業用櫓１０では、上部櫓部材２００、下部櫓部材３００
、接地脚部を構成する砂礫用接地脚部４０１、岩礁用接地脚部５００、砂地用接地脚部６
００を分割できる構造としているから、各部の重量及び容積を小さくすることができ、ボ
ーリング調査個所へ海上作業用櫓１０を設置及び移設するに当たっては、移送の取扱を容
易とすることができる。また、接地脚部を海底の状況に合わせて取り替えることができる
ので、同一（共通）の上部櫓部材２００及び下部櫓部材３００に対して最適な接地脚部を
取り付けることで、海底の状態が異なる設置現場に共用できる。
【００１６】
　次に櫓用受架台及びこの櫓用受架台を用いて櫓本体部に接地脚部を取り付ける作業につ
いて説明する。本例では、下部櫓部材をクレーン台船の床上に配置した４台の櫓用受架台
の上に載置することにより、クレーン台船上において接地脚部の取付作業、交換作業を容
易に行える。
　図７は海上作業用櫓を櫓用受架台に載置した状態を示す図であり、（ａ）は平面図、（
ｂ）は正面図、（ｃ）は櫓用受架台を示す正面図である。本例に係る櫓用受架台７００は
、図７（ｃ）に示すように、Ｈ型鋼材７１１、７１２で井桁状に組み立てられた支持枠７
１０と、４本の脚７２０と、補強用のブレース部材７３０と、脚７２０間に配置される梁
材７４０とから構成されている。本例では、海上作業用櫓１０を櫓用受架台７００に載置
するとき、支持枠７１０の内部に脚部取付部３７０が配置できるように構成されている。
また、脚７２０の長さ寸法は、準備された接地脚部の長さ寸法より長く構成されている。
　櫓本体部１００の下部に接地脚部を取り付けるとき、又は、取り外すときには、図７（
ａ）、（ｂ）に示すように、櫓本体部１００をクレーン台船の床Ｆ上に載置した４台の櫓
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用受架台７００上に載置する。すると、支持枠７１０と床Ｆとの間には、接地脚部の取付
作業、交換作業を行うのに充分なスペースが確保され、接地脚部の取付作業、交換作業を
容易に行うことができる。なお、図７には、接地脚部の一例として、岩礁用接地脚部５０
０が示されている。
【００１７】
　図８は海上作業用櫓を他の櫓用受架台に載置した状態を示す図であり、（ａ）は平面図
、（ｂ）は正面図、（ｃ）は櫓用受架台を示す正面図、（ｄ）は櫓用受架台を示す平面図
である。
　本例では、櫓用受架台８００は、図８（ｃ）、（ｄ）に示すように、平行に配置された
２本のＨ型鋼材で構成された支持梁８１０と、４本の脚８２０と、脚８２０の下方に配置
された４本の接地部材８３０と、ブレース部材８４０と、三角形状の脚補強部材８５０と
からなる。この櫓用受架台８００は、海上作業用櫓１０の脚部取付部３７０の内側に配置
されるものである。
　櫓本体部１００の下部に接地脚部を取り付けるとき、又は、取り外すときには、図８（
ａ）、（ｂ）に示すように、櫓本体部１００をクレーン台船の床Ｆ上に載置した４台の櫓
用受架台８００上に載置する。すると、支持梁８１０と床Ｆとの間には、接地脚部の取付
作業、交換作業に行うのに充分なスペースが確保され、接地脚部の取付作業及び交換作業
を容易に行うことができる。なお、図８には、接地脚部の一例として、岩礁用接地脚部５
００が示されている。
【００１８】
　次に海上作業用櫓１０の設置方法について説明する。図９は海上作業用櫓の配置手順を
示す模式図である。まず、予め陸上の工場において上部櫓部材２００、下部櫓部材３００
、接地脚部４００（砂礫用接地脚部４０１、岩礁用接地脚部５００、砂地用接地脚部６０
０）、櫓用受架台７００が製作される。上部櫓部材２００、下部櫓部材３００は、海上作
業用櫓１０を設置する海域の海流、風速、既往最大波高に対処できる寸法及び構造を備え
るよう設計制作されている。
　また、接地脚部４００としての砂礫用接地脚部４０１、岩礁用接地脚部５００、砂地用
接地脚部６００も、設置領域の海底の状況に合わせて製作される。ここで、各接地脚部４
０１、５００、６００の脚部４１０、５１０、６１０は共通に使用されるものであるので
、各種長さのものを準備しておくと、作業現場の状況、地盤の状況、深さ傾斜に適合させ
ることができる
　なお、上部櫓部材２００、下部櫓部材３００、砂礫用接地脚部４０１、岩礁用接地脚部
５００、砂地用接地脚部６００は、ボーリングが行われる個別の海域に合わせて作成する
こともできるが、各種寸法の上部櫓部材２００、下部櫓部材３００を予め準備しておき、
準備しておいた上部櫓部材２００、下部櫓部材３００から、当該作業海域に適合したもの
を選択するようにしてもよい。また、砂礫用接地脚部４０１、岩礁用接地脚部５００、砂
地用接地脚部６００についても海底の状況に適合するもの複数種準備しておき、適当なも
のを選択するようにしてもよい。
【００１９】
　次に、図９（ａ）に示すように、作業現場に適合する上部櫓部材２００、下部櫓部材３
００、砂礫用接地脚部４０１、岩礁用接地脚部５００、砂地用接地脚部６００、櫓用受架
台７００、フィルターユニット９３０、方塊９４０等の必用基材、資材を岸壁Ｗから、ク
レーン付台船９００のクレーン９１０により９００の甲板９２０上に積み込む。
　この状態で、クレーン付台船９００を、設置海域まで曳航する。このとき、現地に到着
して設置作業を行うまでに下部櫓部材３００と接地脚部４００とを、ボルトナット３８０
で連結する（図３参照）。この取付けは、下部櫓部材３００を４台の櫓用受架台７００上
に載置して行う。下部櫓部材３００を櫓用受架台７００上に載置すると、下部櫓部材３０
０と床Ｆとの間には交換作業を行うのに充分なスペースが確保され、作業を容易に行うこ
とができる（図７参照）。
　この例では、作業現場は、砂礫であるので、砂礫用接地脚部４０１を下部櫓部材３００
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に連結する。この際、上述したように、櫓用受架台７００を使用して下部櫓部材３００に
砂礫用接地脚部４０１を連結する（図７参照）。現場が、岩礁、砂地であるときには、岩
礁用接地脚部５００又は砂地用接地脚部６００を連結する。なお、下部櫓部材３００に接
地脚部を取り付けた状態では、下部櫓部材３００は甲板９２０上で安定しない場合が多い
。このため４個所に設置した櫓用受架台７００上に載置したままにしておくと下部櫓部材
３００を安定して甲板９２０上に載置できる。
　クレーン付台船９００が設置海域に到着すると、図９（ｂ）に示すように、まず砂礫用
接地脚部４０１を取り付けた下部櫓部材３００をクレーン９１０で吊り降ろして海底に設
置する。この例では、海底は砂礫であるので、下部櫓部材３００を海底Ｂに吊り降ろした
だけで、砂礫用接地脚部４０１は、海底Ｂに安定的に設置される（図１、図４参照）。
【００２０】
　次に、図９（ｃ）に示すように、上部櫓部材２００をクレーン９１０で下部櫓部材３０
０上に設置し、クランプ部材２７０で上部櫓部材２００と下部櫓部材３００とを固定する
。そして、必要に応じて、図９（ｄ）に示すように、フィルターユニット９３０を砂礫用
接地脚部４０１の周辺に配置し、更に図９（ｅ）に示すように、方塊９４０を配置する。
これにより、海上作業用櫓１０の設置は完了する。
　ボーリング作業が終了して海上作業用櫓１０を撤去する場合、次地点へ移設する場合、
あるいは荒天のため待避する場合には、設置の手順と逆の手順で、クレーン９１０により
方塊９４０、フィルターユニット９３０を撤去して甲板９２０上に積載し、更に、上部櫓
部材２００、下部櫓部材３００の順にクレーン付台船９００上に積載する。このとき、下
部櫓部材３００を甲板９２０上に４台配置した櫓用受架台７００に載置すると、下部櫓部
材３００に取り付けてある砂礫用接地脚部４０１の長さが異なっても、下部櫓部材３００
を甲板９２０上に安定して載置することができる。
　そして、次の作業現場に移動する場合には、クレーン付台船９００の甲板９２０上にお
いて、必要に応じて接地脚部４０１、５００、６００への交換、長さが異なる脚部４１０
、５１０、６１０への交換を行う。これらの交換作業は、４台の櫓用受架台７００に下部
櫓部材３００を載置した状態で行う。下部櫓部材３００は、櫓用受架台７００上に載置さ
れているので、下部櫓部材３００と床Ｆとの間には交換作業を行うのに充分なスペースが
確保され、作業を容易に行うことができる。次の作業現場における海上作業用櫓１０の設
置作業は上述したとおりである。
【００２１】
　以上説明したように、本発明に係る海上作業用櫓（水上作業用櫓）、櫓用受架台及び海
上作業用櫓の設置方法（水上作業用櫓の設置方法）によれば、海上作業用櫓を上部櫓部材
、下部櫓部材及び接地脚部に分割した構造としたので、設置・移設時の取扱が容易となり
、組立設置の時間が短縮できる。また、台風等の荒天が原因による避難を迅速に行うこと
ができ、工期の遅延を防止できる。
　また、異なる条件の作業領域へ移設するときに、上部櫓部材及び下部櫓部材は交換する
ことなくそのままで、予め地盤の種類に応じた接地脚部を準備しておいて接地脚部を交換
するだけで対応することができる。
　また、クレーン台船に櫓用受架台を設置しておくことにより、基地港に曳航・陸揚げす
ることなく、海上の作業台船上において脚部の取り替え作業が容易に行うことができるよ
うになる。
　また、海上作業用櫓を構成する櫓部材の個数は二機に限らず、３機以上であっても良い
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施の一形態例に係る水上作業用櫓の構成を示す正面図である。
【図２】水上作業用櫓の図１中のＡ－Ａ線に相当する断面図である。
【図３】水上作業用櫓を示す図１中のＢ部の拡大断面図である。
【図４】砂礫用接地脚部の構造を示す図１中のＣ部の拡大断面図である。
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【図５】岩礁用接地脚部の構造を示す正面図である。
【図６】砂地用接地脚部の構造を示す正面図である。
【図７】水上作業用櫓を櫓用受架台に載置した状態を示す図であり、（ａ）は平面図、（
ｂ）は正面図、（ｃ）は櫓用受架台を示す正面図である。
【図８】水上作業用櫓を他の櫓用受架台に載置した状態を示す図であり、（ａ）は平面図
、（ｂ）は正面図、（ｃ）は櫓用受架台を示す正面図、（ｄ）は櫓用受架台を示す平面図
である。
【図９】（ａ）～（ｅ）は海上作業用櫓の配置手順を示す模式図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　海上作業用櫓（水上作業用櫓）、１００　櫓本体部、２００　上部櫓部材、２１
０　受台、２２０　主桁、２２１　床板、２３０　デッキ部、２４０　手摺部、２５０　
接続脚部、２６０　接続部、２６１　取付板部、２６２　補強板、２６３　挿入穴、２７
０　クランプ部材、３００　下部櫓部材、３１０　上桁部、３２０　下桁部、３２１　３
２２　３２３　３２４　水平部材、３３０　連結脚部、３４０　垂直ブレース部材、３５
０　水平ブレース部材、３６０　連結部材、３６１　接続端部、３６２　Ｈ形鋼材、３７
０　脚部取付部、３７１　垂下部、３７２　取付板、３８０　ボルトナット、４００　接
地脚部、４０１　砂礫用接地脚部、４１０　脚部、４１１　本体、４１２　天板、４１３
　底板、４２０　基部、４２１　本体、４２２　天板、４３０　設置板部、４４０　尖状
部、４４１～４４４　鋼板、４５０　ボルトナット、５００　岩礁用接地脚部、５１０　
脚部、５１１　本体、５１２　天板、５１３　底板、５２０　基部、５２１　本体、５２
２　天板、５３０　設置板部、５４０　コンクリート基盤、５５０　ボルトナット、５６
０　アンカボルト、５７０　取付補強板、６００　砂地用接地脚部、６１０　脚部、６１
１　本体、６１２　天板、６１３　底板、６２０　基部、６２１　本体、６２２　天板、
６３０　設置部、６３１　本体、６３２　張出部、６３３　軸部、６４０　沈下防止部、
６４１　沈下防止板、６４３　錘、６５０　貫入部、６５１　本体、６６０　ボルトナッ
ト、６６２　位置決部材、７００　櫓用受架台、７１０　支持枠、７１１　７１２　Ｈ型
鋼材、７２０　脚、７３０　ブレース部材、７４０　梁材、８００　櫓用受架台、８１０
　支持梁、８２０　脚、８３０　接地部材、８４０　ブレース部材、８５０　脚補強部材
、９００　クレーン付台船、９１０　クレーン、９２０　甲板、９３０　フィルターユニ
ット、９４０　方塊、Ｂ　海底（水底）、Ｆ　床、Ｗ　岸壁
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